
令和 7年度 第 2回浜松市労働教育協議会 

 

日時：令和 8 年 2 月 13 日（金） 

                        午後 1 時 30 分～午後 3 時 00 分 

会場：浜松市役所 本館 8 階 第 3 委員会室 

 

 

次第 

 

 

1 開会 

 

 

2 新任委員紹介 

 

 

3 議事 

 

（1）委員長選任 

 

（2）令和 8 年度労働・雇用に関する取り組みについて        資料１ 

 

（3）浜松市雇用対策協定にかかる令和８年度事業計画（案）について 資料２ 

 

（4）その他（関係機関からのお知らせ、意見交換） 

 

 

4 閉会 



敬称略

区分 氏名 職場 補職名 備考

中村　雄一 ヤマハ労働組合 中央副執行委員長 １期目

鈴木　慧史 浜松市教職員組合 執行委員長 1期目

大橋　泰介 浜松ホトニクス労働組合 書記長 2期目

三宅　賢三 スズキ株式会社
人事部
人事企画課課長

1期目

鶴見　英人 遠州鉄道株式会社 人事部長 2期目

楠崎　智絵 社会福祉法人聖隷福祉事業団
法人本部シェアード
サービスセンター課長

2期目

加部　隆幸 浜松職業能力開発短期大学校 能力開発部長 1期目

松本　政浩 浜松労働基準監督署 署長 2期目

伊藤　祥 浜松公共職業安定所 所長 1期目

平野　慎一郎 静岡県社会保険労務士会浜松支部 支部長 1期目

浜松市労働教育協議会委員名簿（任期：令和10年5月31日まで）

労
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者
代
表
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者
代
表
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識
経
験
者
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記者席 記者席

増田 河村

受付

ド
ア

ド
ア

令和７年度第２回浜松市労働教育協議会座席表

第３委員会室

楠崎　智絵
委員

大橋　泰介
委員

加部　隆幸
委員

鶴見　英人
委員

傍聴席

松本　政浩
委員

三宅　賢三
委員

傍聴席

中村　雄一
委員

伊藤　祥
委員

内崎 白柳 鈴木

鈴木　慧史
委員
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浜松市労働教育協議会条例 

昭和３７年１０月１日 

浜松市条例第２７号 

改正 平成１３年３月２６日浜松市条例第７号 

平成１４年３月２６日浜松市条例第６号 

平成１７年６月１日浜松市条例第４７号 

平成２０年３月２１日浜松市条例第３０号 

平成３１年３月１５日浜松市条例第２１号 

〔注〕平成１７年６月から改正経過を注記した。 

（設置） 

第１条 市は、労働教育及びこれに関する事務の合理的運営に資するため、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第１３８条の４第３項の規定に基づき、浜松市労働教育協議会

（以下「協議会」という。）を設置する。 

（平２０条例３０・一部改正） 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ調査審議し、又は意見を

述べる。 

(1) 労働問題についての啓発及び宣伝に関すること。 

(2) 労働についての講座及び行事の開催に関すること。 

(3) 労働者の福利厚生に関すること。 

(4) その他労働教育に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員１０人以内で組織し、次に掲げる者から市長が委嘱する。 

(1) 労働者 

(2) 経営者 

(3) 学識経験者 

（平１７条例４７・平２０条例３０・一部改正） 

（役員） 

第４条 協議会に委員長１人、副委員長１人を置く。 

２ 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。 

３ 委員長は、会務を総理する。 

４ 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、そ
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の職務を代理する。 

５ 委員長及び副委員長ともに事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指

定した委員がその職務を代理する。 

（平２０条例３０・一部改正） 

（任期） 

第５条 委員の任期は、３年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とす

る。 

（平３１条例２１・一部改正） 

（会議） 

第６条 会議は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによ

る。 

（委任） 

第７条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成１３年３月２６日浜松市条例第７号） 

この条例は、平成１３年４月１日から施行する。ただし、第２条の規定は、同年６月１

日から施行する。 

附 則（平成１４年３月２６日浜松市条例第６号） 

１ この条例は、平成１４年４月１日から施行する。 

２ 改正後の第５条の規定は、この条例の施行の際現に委員の職にある者の任期から適用

する。 

附 則（平成１７年６月１日浜松市条例第４７号） 

１ この条例は、平成１７年７月１日から施行する。 

２ この条例の施行の日から平成１９年５月３１日までの間に委嘱される浜松市労働教育

協議会の委員の任期は、改正後の第５条の規定にかかわらず、同日までとする。 

附 則（平成２０年３月２１日浜松市条例第３０号抄） 

１ この条例は、平成２０年４月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際現に第３条から第５条まで、第７条、第９条、第１０条及び第１

２条から第２５条までの規定による改正前の（中略）、浜松市労働教育協議会条例、（中
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略）（以下これらを「旧条例」という。）の規定により在職する附属機関の委員は、そ

の任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。 

３ 前項の場合においては、第３条から第５条まで、第７条、第９条、第１０条及び第１

２条から第２５条までの規定による改正後の（中略）、浜松市労働教育協議会条例、（中

略）の規定は適用せず、旧条例の規定は、なおその効力を有する。 

附 則（平成３１年３月１５日浜松市条例第２１号抄） 

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 第１条から第７条まで、第９条から第２１条まで、第２３条、第２５条及び第２７条

から第３６条までの規定による改正後の浜松市区及び区協議会の設置等に関する条例第

７条第１項、浜松市防災会議条例第２条第７項、浜松市外国人市民共生審議会条例第３

条第３項、浜松市行政区画等審議会条例第３条第３項、浜松市入札監視委員会条例第３

条第３項、浜松市スポーツ推進審議会条例第６条第１項、浜松市立図書館協議会条例第

２条第３項、浜松市人権施策推進審議会条例第３条第３項、浜松市障害者施策推進協議

会条例第２条第３項、浜松市精神保健福祉審議会条例第２条第３項、浜松市保健医療審

議会条例第２条第３項、浜松市母子保健推進会議条例第２条第３項、浜松市感染症診査

協議会条例第２条第２項、浜松市労働教育協議会条例第５条、浜松市大規模小売店舗立

地審議会条例第３条第３項、浜松市都市計画審議会条例第２条第３項、浜松市土地利用

審査会条例第２条第２項、浜松市開発審査会条例第２条第２項、浜松市景観審議会条例

第３条第３項、浜松市建築審査会条例第２条第２項、浜松市行政不服審査条例第２条第

４項、浜松市市民協働推進条例第１４条第１項、浜松市議会の議員その他非常勤の職員

の公務災害補償等に関する条例第４条第４項及び第１９条第４項、浜松市歯科口腔保健

推進条例第１１条第４項、浜松市環境基本条例第２４条、浜松市環境影響評価条例第５

８条第４項、浜松市における地域特性に即した商業集積の実現によるまちづくりの推進

に関する条例第１５条第３項、浜松市中央卸売市場業務条例第８０条第３項及び第８０

条の２第３項、浜松市地方卸売市場業務条例第４０条の２第３項、浜松市中高層建築物

の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例第１４条、浜松市営住宅条例第４７条第

３項並びに浜松市社会教育委員条例第３条の規定は、この条例の施行の日以後に選任さ

れ、又は任命され、若しくは委嘱される区協議会委員又は委員の任期について適用し、

同日前に選任され、又は任命され、若しくは委嘱された区協議会委員又は委員の任期に

ついては、なお従前の例による。 
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